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手
前
左
が
本
会
の
五
本
会
長

地地域域自自主主戦戦略略交交付付金金（（仮仮称称））ののイイメメーージジ

� 配分額の通知

客観的指標に基づく恣意
性のない配分の導入

� 自由な事業選択

左記の事業を、各府省の
枠にとらわれず、自由に
選択

国
側
と
地
方
側
の
代
表
が
総
理

官
邸
に
集
い
１２
月
１６
日
、
国
と
地

方
の
協
議
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日

の
テ
ー
マ
は
「
地
域
主
権
改
革
」

「
子
ど
も
手
当
」
「
地
方
財
政
対

策
」
に
つ
い
て
。

冒
頭
の
挨
拶
で
菅
総
理
は
「
現

政
権
や
民
主
党
に
と
っ
て
地
域
主

権
改
革
の
実
現
は
、
ま
さ
に
最
大

の
政
策
課
題
」
と
断
言
。
具
体
的

な
課
題
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
る

た
め
、
地
域
自
主
戦
略
交
付
金

（
仮
称
）
い
わ
ゆ
る
一
括
交
付
金

に
つ
い
て
言
及
し
、
自
治
体
が
自

主
的
に
判
断
し
て
使
え
る
仕
組
み

と
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
抱
負
を

語
っ
た
。

一
括
交
付
金
の
創
設
に
あ
た
っ

て
は
、
ひ
も
付
き
補
助
金
を
段
階

的
に
廃
止
す
る
方
針
。
片
山
地
域

主
権
担
当
相
の
説
明
に
よ
る
と

「
段
階
的
」
に
は
２
つ
の
意
味
が

あ
る
と
の
こ
と
。
１
つ
目
は
、
投

資
的
経
費
の
交
付
金
化
に
あ
た
っ

て
は
都
道
府
県
か
ら
始
め
、
１
年

遅
れ
で
市
町
村
も
対
象
に
含
み
開

始
す
る
点
。
２
つ
目
は
、
今
回
の

対
象
を
投
資
的
経
費
と
し
、
続
い

て
ソ
フ
ト
の
経
費
に
関
す
る
補
助

金
へ
着
手
す
る
点
。
投
資
的
経
費

の
交
付
金
化
に
つ
い
て
は
、
都
道

府
県
分
と
市
町
村
分
を
合
わ
せ
、

規
模
が
約
１
兆
円
超
と
想
定
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
ほ
か
当
日
は
地
方
側
か

ら
、
子
ど
も
手
当
の
全
額
国
費
負

担
を
求
め
る
声
が
相
次
い
だ
。

� 交付

各府省に移し替えて交付

右
列
奥
が
本
会
の
五
本
会
長

本
会
の
五
本
幸
正
会
長
（
富
山

市
議
会
議
長
）
ら
地
方
六
団
体
の

代
表
は
１２
月
１６
日
、
総
務
省
で
開

催
さ
れ
た
「
総
務
大
臣
・
地
方
六

団
体
会
合
」
に
出
席
し
、
平
成
２３
年

度
の
地
方
税
財
政
関
係
に
つ
い
て

意
見
を
交
わ
し
た
。
五
本
会
長
は

「
地
方
交
付
税
の
増
額
に
よ
る
地

方
一
般
財
源
総
額
の
確
保
」
「
法

人
税
減
税
に
伴
う
減
収
補
て
ん
措

置
」
な
ど
に
つ
い
て
発
言
し
、
地

方
財
政
へ
の
理
解
を
求
め
た
。

ま
た
、
こ
の
日
は
、
子
ど
も
手

当
の
財
源
に
つ
い
て
も
意
見
を
交

わ
し
た
。
政
府
内
で
検
討
さ
れ
て

い
る
案
と
し
て
子
ど
も
手
当
の
上

積
み
財
源
へ
、
住
民
税
の
扶
養
控

除
縮
小
に
よ
り
発
生
す
る
地
方
の

増
収
分
を
充
て
る
方
法
が
浮
上
し

て
い
る
が
、
片
山
総
務
相
は
「
関

連
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
発

言
。
た
だ
し
地
方
負
担
に
つ
い
て

は
、
児
童
手
当
分
が
子
ど
も
手
当

分
へ
と
移
行
し
た
部
分
に
つ
い
て

の
負
担
を
否
定
し
な
か
っ
た
。

政
府
は
２３
年
度
か
ら
３
歳
未
満

の
子
ど
も
を
対
象
に
、
手
当
の
支

給
額
を
現
行
の
月
額
１
万
３
０
０

０
円
か
ら
２
万
円
へ
と
引
き
上
げ

る
方
針
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し

必
要
と
な
る
財
源
が
不
足
し
て
い

る
た
め
、
財
務
省
を
中
心
に
地
方

負
担
の
増
額
を
模
索
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
地
方
負
担
は
２２
年
度

限
り
の
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ
た

だ
け
に
、
地
方
の
反
発
は
強
い
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1782号１２月２５日平成22年
（2010年）

国国
とと
地地
方方
のの
協協
議議
でで
議議
論論

子
ど
も
手
当
は
全
額
国
費
で

総
務
相
・
六
団
体
会
合
で
議
論

地域自主戦略交付金（仮称）

〈対象事業〉
○交通安全施設整備費補助金
の一部
（信号機等）

○消防防災施設整備費補助金
（耐震性貯水槽等）

○学校施設環境改善交付金
（仮称）の一部
（産業教育施設等）

○水道施設整備費補助
（水道水源開発等）

○農山漁村地域整備交付金の
一部
（農業農村、森林、水産等）

○工業用水道事業費補助
○社会資本整備総合交付金の
一部
（道路、河川、公園、住宅等）
○自然環境整備交付金の一部
（長距離自然歩道） 等

内閣府

地方公共団体

（平成２３年度は
都道府県のみ）

ひ
も
付
き
補
助
金
の
一
括
交
付
金
化
な
ど

（
写
真
提
供＝

内
閣
広
報
室
）

（１） 平成２２年１２月２５日 第１７８２号
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平成２２年１２月１５日
全国市議会議長会
市議会議員共済会

地方議会議員年金制度見直しについての
総務省の対応方針に対する要望

去る１２月３日、総務省から、地方議会議員年金制度見直
しについての総務省の対応方針（以下「対応方針」）が示
された。
対応方針は、地方議会議員年金制度の廃止及び廃止後の
給付の取扱いなどの措置について、これまで全国市議会議
長会が主張してきた意見が概ね取り入れられたものであり
評価するものである。
しかしながら、廃止の時期を６月１日としていることに
伴い、その直前に実施される統一地方選挙による退職者に
ついては、廃止に伴う措置の適用はなく、また、高額所得
者に対する支給停止措置の強化については、国会議員の例
に比べ厳しいものとなっていることなどの問題がある。

よって、全国市議会議長会は、以下の２点につき対応方
針を見直すよう強く求める。

１ 地方議会議員年金制度を廃止することとする６月１日
の直前に実施される統一地方選挙における退職者につい
て、廃止に伴う措置を受けることができるよう経過措置
を設けること。
（１） 退職者のうち、年金受給資格を満たしている者に
ついては、掛金総額及び特別掛金総額の８０％の一時金
を受給するか、年金を受給するかを選択できるように
すること。

（２） 退職者のうち、年金受給資格を満たしていない者
については、掛金総額及び特別掛金総額の８０％の一時
金を受給できるようにすること。

２ 高額所得者に対する支給停止措置については、国会議
員互助年金法を廃止する法律に定める支給停止措置と同
一とすること。

全
国
市
議
会
議
長
会
と
市
議
会

議
員
共
済
会
（
と
も
に
会
長
は
、

五
本
幸
正
・
富
山
市
議
会
議
長
）

は
１２
月
１５
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
「
第
９
回
議
員
年
金
対
策

会
議
及
び
全
国
市
議
会
議
長
会
部

会
長
会
議
合
同
会
議
」
を
開
催

し
、「
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度

見
直
し
に
つ
い
て
の
総
務
省
の
対

応
方
針
に
対
す
る
要
望
�
左
上

掲
」
を
取
り
ま
と
め
た
。

要
望
は
、
１２
月
３
日
に
総
務
省

が
示
し
た
「
地
方
議
会
議
員
年
金

制
度
見
直
し
に
つ
い
て
の
総
務
省

の
対
応
方
針
�
左
下
掲
」
に
対
す

る
も
の
。

本
会
の
要
望
で
は
、
ま
ず
総
務

省
が
対
応
方
針
の
中
で
議
員
年
金

制
度
廃
止
を
打
ち
出
し
た
こ
と
、

廃
止
後
の
給
付
の
取
扱
い
に
つ
い

て
な
ど
、
本
会
の
意
見
が
概
ね
取

り
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
対
応
方
針

を
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、
総
務
省
が
示
し
た
対

応
方
針
の
▽
廃
止
の
時
期
は
平
成

２３
年
６
月
１
日
▽
高
額
所
得
者
に

対
す
る
支
給
停
止
措
置
の
強
化
―

―
の
２
点
に
つ
い
て
は
、
問
題
点

が
あ
る
と
し
て
、
総
務
省
へ
見
直

し
を
求
め
て
い
る
。

廃
止
の
時
期
を
６
月
１
日
と
す

る
こ
と
の
問
題
は
、
来
年
が
統
一

地
方
選
挙
の
年
に
該
当
す
る
た

め
。
統
一
選
は
６
月
１
日
の
直
前

に
実
施
さ
れ
る
が
、
統
一
選
に
お

け
る
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
６
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
制
度
廃
止

に
伴
う
措
置
の
適
用
が
受
け
ら
れ

な
い
こ
と
と
な
る
。

統
一
選
に
該
当
す
る
市
区
数
は

３
４
４
市
区
。
全
て
の
市
区
議
会

議
員
は
現
在
、
約
２
万
１
０
０
０

人
だ
が
、
う
ち
約
半
数
の
９
８
０

０
人
が
任
期
満
了
と
な
る
見
込

み
。
な
か
で
も
任
期
満
了
を
迎
え

退
職
す
る
議
員
は
、
推
計
で
約
３

３
０
０
人
に
及
ぶ
と
み
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
約
３
３
０
０
人
の
議
員

は
「
在
職
１２
年
以
上
だ
と
一
時
金

の
選
択
が
不
可
能
」
「
１２
年
未
満

だ
と
一
時
金
の
支
給
率
は
現
行
の

４９
％
〜
６４
％
を
適
用
」
と
な
っ
て

し
ま
う
。

そ
こ
で
、
統
一
選
に
お
け
る
退

職
者
に
も
廃
止
に
伴
う
措
置
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
対
応
方
針
の
見
直

し
を
求
め
た
。

本
会
要
望
は
１６
日
に
総
務
省
へ

提
出
し
た
。

地方議会議員年金制度見直しについての総務省の対応方針
平成２２年１２月３日

１．基本的な考え方
（１）地方議会議員年金制度を廃止することとする。廃止の時期は、
平成２３年６月１日とする。

（２）廃止に伴う過去債務の支払いに必要な費用の財源は、毎年度、
現職議員の標準報酬総額に応じて、各地方公共団体が公費で負担す
ることとする。

（３）平成２３年通常国会に、廃止措置を講ずる法案を提出することと
する。

２．廃止後の給付の取扱いについて
（１）廃止時に現職である議員
�廃止時に年金受給資格を満たしている者（在職１２年以上）
掛金総額及び特別掛金総額の８０％の一時金の給付を受けるか、廃
止前の法律の例により年金の給付を受けるかを選択できることと
する。

�廃止時に年金受給資格を満たしていない者（在職１２年未満）
掛金総額及び特別掛金総額の８０％の一時金を給付する。

※廃止後の一時金の受給時期は、廃止後最初の退職時（任期満了を
含む）とする。

（２）廃止時に既に議員を退職している者
廃止時に既に議員を退職して退職年金の受給事由が生じている者
については、廃止前の法律の例により年金給付を継続することと
する。

（３）退職年金に係る給付の引下げと支給停止措置
�退職年金額が一定額を超える者に対する給付の引下げ
（１）、（２）のいずれの場合においても、退職年金の年額が２００万円
を超える者に給付する退職年金については、当該超える額の１０％
に相当する額を引き下げることとする。

�高額所得者に対する支給停止措置の強化
（１）、（２）のいずれの場合においても、退職年金の年額と前年
の退職年金等を除く所得金額（総所得金額ベース）との合計額が
６００万円を超える者に給付する退職年金については、当該超える額
の２分の１に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障額
（現行１９０．４万円）を廃止することとする。

（４）遺族年金の取扱い
遺族年金については、廃止前の法律の例により年金を給付するこ
ととする。

（５）平成２３年１月以降の掛金分の取扱い
平成２３年１月以降に退職して一時金を受給する者については、同
月分から平成２３年５月分までに支払った掛金総額及び特別掛金総
額の全額を一時金に算入する。
なお、廃止時に既に退職している者については、既に支給され

ている一時金との差額分を廃止時に支給することとする。

総総
務務
省省
対対
応応
方方
針針
見見
直直
しし
をを

議
員
年
金
廃
止
で
本
会
が
要
望

逢坂総務大臣政務官（右）へ五本会長が要望

合
同
会
議
で
五
本
会
長
が
挨
拶

第１７８２号 平成２２年１２月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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平
成
２３
年
度
の
税
制
改
正
大
綱

が
１２
月
１６
日
、
政
府
の
税
制
調
査

会
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
閣
議
決

定
さ
れ
た
。
大
綱
の
柱
は
▽
納
税

環
境
整
備
▽
個
人
所
得
課
税
▽
資

産
課
税
▽
法
人
課
税
▽
消
費
課
税

▽
市
民
公
益
税
制
▽
地
域
主
権
改

革
と
地
方
税
制
―
―
の
７
つ
。

特
に
地
方
税
で
は
「
個
人
住
民

税
の
諸
控
除
」
に
関
し
、
合
計
所

得
金
額
４
０
０
万
円
超
の
納
税
義

務
者
の
成
年
扶
養
親
族
（
２３
歳
以

上
７０
歳
未
満
）
に
係
る
扶
養
控
除

（
３３
万
円
）
に
つ
い
て
、
負
担
調

整
措
置
を
講
じ
た
上
で
廃
止
さ
れ

た
。
た
だ
し
、
障
害
者
、
要
介
護

認
定
者
そ
の
他
心
身
の
状
態
等
に

よ
り
就
労
が
困
難
な
扶
養
親
族
、

６５
歳
以
上
の
高
齢
者
、
学
生
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
控
除
対
象
と

な
っ
た
。
こ
の
改
正
は
、
２５
年
度

分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て

適
用
と
な
る
。

ま
た
、
法
人
実
効
税
率
が
引
き

下
げ
と
な
る
。
国
税
と
地
方
税
を

合
わ
せ
た
法
人
実
効
税
率
が
５
％

引
き
下
げ
と
な
る
（
４０
・
６９
％
↓

３５
・
６４
％
）
。
た
だ
し
、
全
体
と

し
て
地
方
の
税
収
に
極
力
影
響
を

与
え
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
２４
年
度
か

ら
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
増
減

収
を
調
整
す
る
た
め
、
道
府
県
た

ば
こ
税
の
一
部
を
市
町
村
た
ば
こ

税
へ
移
譲
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

市
民
公
益
税
制
に
つ
い
て
は
、

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
以
外
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
へ
の
寄
附
金
で
あ
っ
て
も
、

地
方
団
体
が
条
例
に
お
い
て
個
別

に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
た
。
個
人
住
民
税
の
寄
附
金

税
額
控
除
の
適
用
下
限
額
は
、
５

０
０
０
円
か
ら
２
０
０
０
円
へ
引

き
下
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
措
置

に
つ
い
て
も
適
用
は
２３
年
度
中
の

寄
附
金
が
対
象
と
な
る
た
め
、
実

際
に
は
２４
年
度
分
以
後
の
個
人
住

民
税
か
ら
適
用
と
な
る
。

地
域
主
権
改
革
と
地
方
税
制
に

つ
い
て
は
「
地
方
税
の
充
実
が
重

要
」
と
さ
れ
た
。
社
会
保
障
な
ど

を
は
じ
め
と
し
、
地
方
行
政
を
安

定
的
に
運
営
す
る
た
め
の
地
方
消

費
税
の
充
実
な
ど
、
税
源
の
偏
在

性
が
少
な
く
、
税
収
が
安
定
的
な

地
方
税
体
系
を
構
築
し
て
い
く
こ

と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

本
会
の
五
本
幸
正
・
会
長
（
富
山
市
議
会
議

長
）
は
１２
月
１５
日
、
細
川
律
夫
・
厚
生
労
働
大

臣
の
申
し
入
れ
に
よ
り
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館

で
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
会
談
を
実
施
し
た
。

細
川
大
臣
は
、
平
成
２２
年
度
に
引
き
続
き
２３

年
度
に
お
い
て
も
児
童
手
当
相
当
分
の
地
方
負

担
を
求
め
る
と
と
も
に
、
２３
年
度
税
制
改
正
大

綱
で
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
地

方
の
増
収
分
に
つ
い
て
も
子
ど
も
手
当
へ
充
当

す
る
こ
と
に
理
解
を
求
め
た
。
五
本
会
長
は
細

川
大
臣
の
主
張
に
対
し
、
地
方
は
保
育
所
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ

り
、
子
ど
も
手
当
な
ど
の
現
金
給
付
は
国
が
全

額
を
負
担
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
子
ど
も
手
当

の
地
方
負
担
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

１２
月
１６
日
に
開
か
れ
た
国
と
地
方
の
協
議
や
総

務
大
臣
会
合
で
も
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

（
財
）
東
京
市
政
調
査
会
は
平

成
２３
年
２
月
５
日
、
東
京
・
日
本

プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
で
第
２８
回
「
都

市
問
題
」
公
開
講
座
を
開
催
し
ま

す
。
当
日
の
テ
ー
マ
は
「
分
権
な

く
し
て
福
祉
な
し
」
。
地
方
分
権

時
代
の
対
人
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
申
し
込
み

は
、
東
京
市
政
調
査
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
議
長

▽
綾
部

木
下
芳
信
（
９
・
２１
）

▽
阿
賀
野

清
水
友
行
（
９
・
２２
）

▽
八
街

古
川
宏
史
（
９
・
２４
）

▽
香
美

西
村
�
成
（
９
・
２４
）

▽
南
城

照
喜
名

智
（
９
・
２８
）

▽
石
垣

伊
良
皆
高
信
（
９
・
２８
）

▽
桜
川

相
田
一
良
（
９
・
２８
）

▽
守
山

小
原
敬
治
（
９
・
２８
）

▽
沖
縄

仲
宗
根

弘
（
９
・
２８
）

▽
さ
い
た
ま

真
取
正
典
（
９
・
２９
）

▽
海
津

松
岡
光
義
（
９
・
２９
）

▽
羽
曳
野

松
井
康
夫
（
９
・
２９
）

▽
摂
津

藤
浦
雅
彦
（
９
・
２９
）

▽
津
久
見

安
藤
康
生
（
９
・
２９
）

▽
名
護

比
嘉
祐
一
（
９
・
２９
）

▽
座
間

長
谷
川

光
（
９
・
３０
）

▽
本
巣

道
下
和
茂
（
９
・
３０
）

▽
交
野

稲
田
美
津
子
（
９
・
３０
）

▽
胎
内

富
樫

誠
（
１０
・
１
）

▽
稲
沢

箕
浦
�
夫
（
１０
・
１
）

▽
小
牧

稲
山
善
彦
（
１０
・
４
）

▽
草
津

行
岡
荘
太
郎
（
１０
・
５
）

▽
和
泉

小
野
林
治
三
夫
（
１０
・
６
）

▽
宇
和
島

福
本
義
和
（
１０
・
７
）

▽
館
林

遠
藤
重
吉
（
１０
・
８
）

▽
箕
面

上
田
春
雄
（
１０
・
１２
）

▽
阪
南

三
原
伸
一
（
１０
・
１２
）

▽
美
濃
加
茂

森

厚
夫
（
１０
・
１９
）

▽
宇
土

堀
内
千
秋
（
１０
・
２１
）

▽
裾
野

土
屋
篤
男
（
１０
・
２５
）

▽
三
田

関
口
正
人
（
１０
・
２５
）

▽
柳
川

古
賀
澄
雄
（
１０
・
２５
）

▼
副
議
長

▽
綾
部

高
倉
武
夫
（
９
・
２１
）

▽
阿
賀
野

山
崎
正
春
（
９
・
２２
）

▽
八
街

中
田
眞
司
（
９
・
２４
）

▽
香
美

小
松
紀
夫
（
９
・
２４
）

▽
南
城

大
城

悟
（
９
・
２８
）

▽
石
垣

大
石
行
英
（
９
・
２８
）

▽
桜
川

小
高
友
徳
（
９
・
２８
）

▽
守
山

田
中
国
夫
（
９
・
２８
）

▽
沖
縄

与
那
嶺
克
枝
（
９
・
２９
）

▽
海
津

川
瀬
厚
美
（
９
・
２９
）

▽
羽
曳
野

花
川
雅
昭
（
９
・
２９
）

▽
摂
津

森
西

正
（
９
・
２９
）

▽
名
護

神
山
敏
雄
（
９
・
２９
）

▽
座
間

上
沢
本
尚
（
９
・
３０
）

▽
本
巣

村
瀬
明
義
（
９
・
３０
）

▽
交
野

三
浦
美
代
子
（
９
・
３０
）

▽
胎
内

桐
生
清
太
郎
（
１０
・
１
）

▽
稲
沢

服
部

猛
（
１０
・
１
）

▽
小
牧

橋
本
哲
也
（
１０
・
４
）

▽
草
津

奥
村
恭
弘
（
１０
・
５
）

▽
和
泉

原
口
裕
見
（
１０
・
６
）

▽
宇
和
島

清
家
康
生
（
１０
・
７
）

▽
館
林

岡
村
一
男
（
１０
・
８
）

▽
箕
面

名
手
宏
樹
（
１０
・
１２
）

▽
阪
南

白
石
誠
治
（
１０
・
１２
）

▽
美
濃
加
茂

片
桐
義
次
（
１０
・
１９
）

▽
う
る
ま

東
浜
光
雄
（
１０
・
２０
）

▽
宇
土

西
山
宗
孝
（
１０
・
２１
）

▽
裾
野

増
田
喜
代
子
（
１０
・
２５
）

▽
三
田

美
藤
和
広
（
１０
・
２５
）

▽
柳
川

三
小
田
一
美
（
１０
・
２６
）

▼
事
務
局
長

▽
守
山

川
那
辺
孝
藏
（
１０
・
１
）

▽
羽
曳
野

伊
田
恭
都
（
１０
・
１
）

税
制
改
正
大
綱
が
閣
議
決
定

地
方
財
政
に
も
影
響
及
ぶ

「
都
市
問
題
」公
開
講
座

議議
会会
人人
事事

本会の五本会長に面談

子ども手当で厚労相が依頼

分分
権権
なな
くく
しし
てて
福福
祉祉
なな
しし

細川厚労相（左）と協議する五本会長

（３） 平成２２年１２月２５日 第１７８２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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わ
が
国
の
経
済
現
況
は
、
デ
フ

レ
や
公
共
投
資
の
大
幅
削
減
の
影

響
で
景
気
が
低
迷
し
て
お
り
、
雇

用
情
勢
も
新
卒
の
未
就
職
者
が
数

多
く
出
る
ほ
ど
厳
し
い
状
況
が
続

い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
般
の
急

激
な
株
価
下
落
と
円
高
は
、
地
域

輸
出
産
業
な
ど
に
深
刻
な
打
撃
を

与
え
、
景
気
の
先
行
き
に
危
機
感

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
今
年
度
の
公
共
事
業
予

算
も
対
前
年
度
比
マ
イ
ナ
ス
１８
％

と
な
る
な
ど
、
大
幅
な
予
算
削
減

に
よ
り
、
地
域
経
済
は
弱
体
化
が

顕
在
化
し
て
い
る
。
国
の
景
気
対

策
と
し
て
地
方
経
済
の
振
興
は
不

可
欠
で
あ
り
、
即
効
性
の
あ
る
事

業
を
前
倒
し
で
行
う
な
ど
、
政
府

の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
た

政
策
が
速
や
か
に
実
行
さ
れ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
意
見
書
で
は
▽
円

高
、
デ
フ
レ
脱
却
に
向
け
て
日
本

銀
行
と
の
適
切
か
つ
強
固
な
協
力

体
制
の
構
築
▽
学
校
な
ど
公
共
施

設
の
耐
震
化
に
積
極
的
に
取
り
組

む
▽
太
陽
光
発
電
の
設
置
、
医
療

・
介
護
施
設
の
拡
充
な
ど
新
し
い

時
代
に
即
し
た
公
共
投
資
の
促
進

▽
老
朽
化
し
た
施
設
（
橋
梁
、
ト

ン
ネ
ル
、
上
下
水
道
管
な
ど
）
の

計
画
的
な
更
新
・
大
規
模
修
繕
の

推
進
―
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

前
回
に
引
き
続
き
、
本
会
が
９
月
定
例
会
を
中
心
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
「
意
見
書
・
決
議
の
議
決
状

況
」
（
下
）
を
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
「
公
共
投
資
の
推
進
に
よ
る
景
気
対
策
」
を
求
め
る
も
の
９２
件
。

デ
フ
レ
や
公
共
投
資
の
大
幅
削
減
で
長
引
く
不
況
を
打
破
す
る
た
め
、
公
共
投
資
の
推
進
に
よ
る
地
方
の

雇
用
拡
充
と
内
需
振
興
を
図
る
景
気
対
策
や
新
た
な
経
済
対
策
の
早
期
実
施
を
求
め
て
い
る
。

▽
１
月
２０
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
地
域
主
権
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会
（
午
後
２
時
、
全

国
都
市
会
館
）

▽
１
月
２５
日

地
方
行
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
、
井
原
市
）

▽
１
月
２７
日

地
方
財
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
、
富
良
野
市
）

▽
１
月
３１
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
正
副
会
長
会
議
（
午
後
３

時
半
、
岩
国
市
）

▽
２
月
２
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
役
員
会
（
午
前
１１
時
、

全
国
都
市
会
館
）
・
総
会
（
午

後
１
時
半
、
同
）

行行
事事
予予
定定

本
紙
１
月
５
日
付
第
１

７
８
３
号
は
、
第
１
７
８

４
号
と
併
せ
、
１
月
１５
日

付
第
１
７
８
３
・
８
４
号

と
し
て
発
行
し
ま
す
。

お
知
ら
せ

議会 多
い「
公
共
投
資
の
推
進
に
よ
る
景
気
対
策
」

９９
月月
定定
例例
会会
のの

意
見
書
・
決
議
の
状
況

（下）

決 議

【 ５】

―

―

―

―

５

【 ０】

―

―

―

―

―

―

【 １】

―

１

【 １３】

６

―

７

【 ３】

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

３

【 １０】

【 ３２】

【 ４５】

意見書

【 ８５】

２０

１５

７

４

３９

【１３３】

９２

１０

７

５

３

１６

【 １３】

４

９

【 ３８】

２５

５

８

【１７７】

４３

２８

１８

１５

１１

９

８

７

５

３

３

２７

【 ７】

【４５３】

【１１３８】

件 名

【建設・運輸・郵政・国土保全】

○道路の早期整備、財源確保

○郵政民営化のさらなる推進

○「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野への政策推進

○市町村合併に伴う流域下水道に関する制度改正

○その他

【労働・商工】

○公共投資の推進による景気対策や新たな経済対策の
早期実施

○公契約法の制定

○自営業者の自家労働を必要経費と認めるため、所得税
法第５６条の廃止

○「協同労働の協同組合法（仮称）」の制定

○未就職新卒者の支援策実施

○その他

【警察・防災・消防】

○取り調べの可視化など刑事訴訟法の改正

○その他

【外交・防衛・国際関係】

○尖閣諸島付近海域での中国船衝突事故に対する日本
政府の毅然たる態度と違法操業などの厳格な取り締まり
を求める

○非核三原則の法制化

○その他

【社会・くらし】

○完全な地上デジタル化放送の実施に向けた円滑な移
行策

○家電エコポイント制度の再延長並びに住宅エコポイント
の延長

○ＵＲ賃貸住宅を公共住宅として継続・発展させ、居住
者の居住安定策の確立

○「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対

○保育制度の堅持と拡充

○父親の育児休業取得促進

○児童虐待防止施策の充実

○介護保険料・利用料の軽減制度の確立

○「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」の時効撤
廃

○生活保護の老齢加算の復活

○保育所、児童入所施設の環境改善

○その他

【その他】

【合 計】

【総合計】

意見書・決議の議決状況（下） （２２．８．１～１０．３１）
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